
地区計画の概要 

（地区計画の区域内における行為の届出に関する手引き） 
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五反田・亀岡地区 

ときわ台団地 
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大衡村は仙塩広域都市計画の一端として市街化区域、市街化調整区域の区分を行い、市

街化区域については市街化を促進し、また市街化調整区域については開発を抑制する区域と

して規制してきました。 

しかし本村を取り巻く環境や、多様な社会ニーズに応えるため、市街化調整区域においても、

一律に開発を抑制するのではなく、村の総合計画、国土利用計画等との整合性が得られる開

発行為等については、一定の条件のもとに開発を許容していく必要性があると考えています。 

また、万葉クリエートパークに隣接する奥田地区において、住宅用地として計画していた大

部分を、工業専用地域に変更しており、減少した住宅用地を確保し、村の定住人口の増加に

よる魅力ある村づくりを推進することが重要だと考えています。 

このような背景から、「平林地区」、「五反田・亀岡地区」、「ときわ台団地」へ都市計画として

地区計画を定めています。 

当該地区内での建築物の建築や宅地の造成は、地区計画に定められたルールや建築物

の制限に関する条例に従って行われ、地区にふさわしいまちづくりが実現されていきます。 

 

 

 

 

地区計画とは、地区の特性に応じて、その地区にふさわしいまちが形成されるよう建築物の

用途などについて、ルールを定めて開発計画や建築計画を設定、誘導するための制度です。 

なお、地区計画では将来のまちづくりの目標とする「地区計画の方針」と建築物に関する事

項や土地利用の設定などを定める「地区整備計画」の２つの内容を定めることになっていま

す。 

 

 

 

「 平 林 地 区 地 区 計 画 」  Ｈ２１．８．６決定（Ｈ２７．２．２３変更） 

「五反田・亀岡地区地区計画」  Ｈ２１．８．６決定（R６.３.１４ 変更） 

「ときわ台団地地区計画 」  Ｈ２３．３．２５決定（Ｈ２７．２．２３変更） 

はじめに 

地区計画とは 
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地区計画対象位置図 

都市計画区域から見た 

「平林地区」「五反田・亀岡地区」「ときわ台団地」 

東北自動車道 

国道４５７号線 

国道４号線 

五反田・亀岡地区 

ときわ台団地 

平林地区 

大衡村役場 

● 

万葉クリエートパーク 

● 

都市計画区域 
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名  称 平林地区地区計画 

位  置 大衡村大衡字平林、大衡字塩浪の各一部 

面  積 約２２．１ha 

地区計画の目標 

 本地区は大衡村の中心部、国道 4 号の東側に位置する市街化調

整区域の地区であり、地区の北側は昭和万葉の森、東側は市街化

区域の仙台北部中核都市奥田地区に接している。 

 また、地区内には役場をはじめ、福祉センター、公民館、小学

校等の公益施設が集積している。 

 このような条件下にある本地区は、自然環境との調和に配慮し

つつ、文化、サービス等の公共公益施設の集積を図るとともに、

一部については、既存の住宅との調和、奥田地区居住系との連携

等を踏まえ住宅地とし、村中心部の核を形成することを目標とす

る。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用 

の方針 

○公共公益地区 

  村の中心部として公共公益施設の整備を図っていく。 

○低層住宅地区 

  周辺環境と調和した住宅を主体とした土地利用を図ってい

く 。  

上記以外で地形的制約を受ける部分については、緑地として保全

していくものとする。 

地区施設の 

整備方針 

 既存で生活道路が整備されていることから、これらの維持、保

全に努め、狭あい道路の改善も図るとともに、公園を地区施設と

して整備する。  

建築物等の 

整備方針 

 無秩序な市街地形成を防止し、ゆとりある市街地環境を保全し

ていくため、地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、「建築

物等の用途の制限」、「容積率の最高限度」、「建ぺい率の最高限度」、

「敷地面積の最低限度」、「建築物等の高さの最高限度」、「建築物

等の形態、意匠の制限」を定めるものとする。 
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地
区
整
備
計
画 

地区施設の配置及び規模 
<公園> 

1号 面積 １２，３１２㎡ 

地区の区分 
名称 公共公益地区 低層住宅地区 

面積 約１３．１ha 約７．０ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の 

用途の制限 

建築基準法別表第二（ほ）項に該当しない建築物の内、次の各

号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 

(2) 公共施設、病院、学校等（自動車学校を除く） 

建築基準法別表第二（ほ）項に該当しない建築物を建築するこ

とができる。ただし、次の各号に掲げるものは建築してはなら

ない。 

(1)店舗・事務所その他これらに類するもので、その用 

 途に供する部分の床面積の合計が150㎡を超えるもの 

(2)ホテル又は旅館 

(3)ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類 

 する運動施設 

(4)自動車教習所 

(5)工場、倉庫の内、危険物の貯蔵又は処理に供する建築 

 物 

建築物の延べ面積の

敷地面積に対する割

合の最高限度 

２００％ 

建築物の建築面積の

敷地面積に対する割

合の最高限度 

６０％ 

敷地面積の 

最低限度 
― ２００㎡ 

建築物等の 

高さの最高限度 
― １０m 

建築物等の形態 

又は意匠の制限 
健全な市街地景観の形成に配慮し、建築物の色彩は、周辺の美観風致を損なわないものとする。 

※地区計画区域内において、公益上必要な建築物と認められる場合は、制限の一部を適用しない場合があります。 
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名  称 五反田・亀岡地区地区計画 

位  置 
大衡村大衡字五反田、大衡字亀岡、大衡字大童、大衡字石名坂前、大衡字

小沓掛、大瓜字四反田、大瓜字亀岡、大瓜字平場の各一部 

面  積 約４４．２ha 

地区計画の目標 

本地区は大衡村の中心部、国道 457号に隣接する市街化調整区域の地区

であり、国道 457号沿道は店舗兼住宅、他の多くは住宅地として利用され

ている。 

また奥田地区への工業集積に伴い、新規居住者の増加に対する受け皿とし

て、村中心部である当地区への期待が高まっている。 

このような条件下にある本地区は、既存の居住環境を踏まえつつ、新たな

居住者の受け皿としての居住地等を確保するとともに、緑豊かな住環境を

形成し、保全することを目標とする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用の

方針 

○沿道サービス地区 

  良好な住環境が形成されるよう、生活利便施設等を主体とした土地利

用を図っていく。 

〇住宅地区・低層住宅 

  周辺環境と調和した住宅地を主体とした土地利用を図っていく。 

○工業地区 

  周辺環境に配慮した工業系の土地利用を図っていく。 

上記以外で地形的制約を受ける部分については、緑地として保全していく

ものとする。 

地区施設の

整備方針 

 既存で生活道路が整備されていることから、これらの維持、保全に努め、

狭あい道路の改善を図るとともに、公園を地区施設として整備する。 

建築物等の

整備方針 

無秩序な市街地形成を防止し、ゆとりある市街地環境を保全していくた

め、地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、「建築物等の用途の制

限」、「容積率の最高限度」、「建ぺい率の最高限度」、「敷地面積の最低限度」、

「建築物等の高さの最高限度」、「建築物等の形態、意匠の制限」を定める

ものとする。 
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地
区
整
備
計
画 

地区施設の配置及び規模 〈公園〉 １号 面積 約6,654㎡ 

地区の区分 
名称 沿道サービス地区 住宅地区 低層住宅地区 工業地区 

面積 約６．８ha 約１．７ha 約１５.２ha 約７．５ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の 

用途の制限 

 建築基準法別表第二（ほ）項に該

当しない建築物を建築することがで

きる。ただし、次の各号に掲げるも

のは建築してはならない。 

(1)店舗・事務所その他これらに類す

るものでその用途に供する部分の

床面積の合計が 500 ㎡を超えるも

の 

(2)ホテル又は旅館 

(3)ボーリング場,スケート場,水泳

場その他これらに類する運動施設  

(4)自動車教習所 

(5)工場、倉庫の内、危険物の貯蔵又

は処理に供する建築物 

 建築基準法別表第二（ほ）項に該

当しない建築物の内、次の各号に掲

げる建築物以外は建築してはならな

い。 

(1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 

(2)公共施設、病院、学校等（自動車

教習所を除く） 

 建築基準法別表第二（ほ）項に該

当しない建築物を建築することがで

きる。ただし、次の各号に掲げるも

のは建築してはならない。 

(1)店舗・事務所その他これらに類す

るものでその用途に供する部分の

床面積の合計が 150 ㎡を超えるも

の 

(2)ホテル又は旅館 

(3)ボーリング場,スケート場,水泳

場その他これらに類する運動施設 

(4)工場、倉庫の内、危険物の貯蔵又

は処理に供する建築物 

 建築基準法別表第二（ぬ）項に該

当しない建築物を建築することがで

きる。ただし、次の各号に掲げるも

のは建築してはならない。 

(1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 

(2)店舗・事務所その他これらに類す

るものでその用途に供する部分の

床面積の合計が50㎡を超えるもの 

(3)ホテル又は旅館 

(4)遊戯施設、風俗施設 

(5)店舗、飲食店、遊技場，勝馬投票

券売り場等で床面積が 1 万㎡を超

えるもの 

(6)工場の内、危険性や環境を悪化さ

せる恐れがやや多い又は大きい工

場 

(7)工場、倉庫の内、危険物の貯蔵又

は処理に供する建築物 

建築物の延べ面積の

敷地面積に対する割

合の最高限度 

２００％ 

建築物の建築面積の

敷地面積に対する割

合の最高限度 

６０％ 

敷地面積の 

最低限度 
２００㎡ ５００㎡ ２００㎡ 

建築物等の 

高さの最高限度 
１２m ― １０m ― 

建築物等の形態 

又は意匠の制限 
健全な市街地景観の形成に配慮し、建築物の色彩は、周辺の美観風致を損なわないものとする。 

※地区計画区域内において、公益上必要な建築物と認められる場合は、制限の一部を適用しない場合があります。 
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名  称 ときわ台団地地区計画 

位  置 大衡村ときわ台，ときわ台南の全部 

面  積 約１５．１ha 

地区計画の目標 

本地区は大衡村の中心部、仙台北部中核都市奥田地区居住系に位置

し、計画的に街区道路や公園等の基盤整備が行われ、健全な市街地の

形成を図る住宅団地である。 

整備効果が生かされるよう地区計画を導入することにより、市街地

環境の悪化を未然に防止しするとともに、地区の特性に応じた良好な

建築物を誘導し、魅力ある市街地環境を形成することを目標とする 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用 

の方針 

○一般住宅地区    

戸建住宅を主体とした土地利用を図っていく 

○公共公益施設地区  

公共公益施設の整備を図っていく 

（上記以外の緑地については保全していく） 

地区施設の 

整備方針 

既存で区画道路、特殊道路、公園が整備されていることから、これ

らの維持保全に努める。 

建築物等の 

整備方針 

敷地の細分化を防ぎ落ち着いた住環境の形成を図るため、「建築物

等の用途の制限」、「建築物の容積率の最高限度又は最低限度」、「建築

物の建ぺい率の最高限度」、「敷地面積の最低限度」、「建築物等の形態

又は意匠の制限」、「かき又はさくの構造及び高さの制限」を定めるも

のとする。 

（住宅地としての住環境の維持、保全を行い、良好な市街地を形成す

るため） 
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地
区
整
備
計
画 

地区施設の配置及び規模 
公園1号：約2,900㎡、公園2号：約3,700㎡ 

緑地1号：約19,200㎡、緑地2号：約22,000㎡、緑地3号：約700㎡ 

地区の区分 
名称 一般住宅地区 公共公益施設 

面積 約１１．６ha 約２．２ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の 

用途の制限 

建築基準法別表第二（ほ）項に該当しない建築物を建築するこ

とができる。ただし、次に掲げる建築物は、建築してならない。 

（１）ホテル又は旅館 

（２）ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類す

る運動施設 

（３）学校、図書館その他これらに類するもの 

（４）公衆浴場 

（５）自動車教習所 

（６）畜舎 

（７）自動車修理工場 

（８）危険物貯蔵施設又は危険物処理施設 

（建築物に付属するものを除く） 

次に掲げる建築物は、建築してならない。 

（１）畜舎 

（２）自動車修理工場 

建築物の延べ面積の

敷地面積に対する割

合の最高限度 

２００％ 

建築物の建築面積の

敷地面積に対する割

合の最高限度 

６０％ 

敷地面積の 

最低限度 

２００㎡ 

（ただし、警察官派出所、公衆便所等公益上必要なものについては、この限りではない） 

建築物等の形態 

又は意匠の制限 
健全な市街地景観の形成に配慮し、建築物の色彩は、周辺の美観風致を損なわないものとする。 

かき又はさく 

の構造の制限 

道路境界線等に面して設ける垣で、コンクリート、石積み、コンクリートブロック積み、レンガ積み等による場合は、道路面から

の高さを0.6m以下としなければならない。 
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○届出の必要な行為 

   （１）土地の区画形質の変更 

   （２）建築物の建築（新築・増築・改築・移転） 

   （３）工作物の建設 

   （４）建築物等の用途の変更 

 

○届出の時期 

    工事（行為）着手の３０日前までに「地区計画の区域内における行為の届出書」

を提出して下さい。 

    届出内容を変更した場合は、「変更届出書」を提出して下さい。 

 

○届出先 

   大衡村都市建設課（℡022-341-8515） 

 

 ○届出に必要な書類 

   （１）地区計画の区域内における行為の届出書 ２通 

   （２）添付書類 ２通 

      添付する図面等は以下のとおりです。 

行為の種類 図面 縮尺 備考 

土地の区画

形質の変更 

位置図 1/2,500 以上 方位、道路及び目標となる地物等

を表示 

区域図 1/1,000 以上 当該土地の区域並びに当該区域

内及び当該区域周辺の公共施設

を表示 

設計図 1/100 以上 現況図（既設建築物等、地盤高を

表示）、求積図（区画を分割する

場合は分割前の求積図及び分割

後の求積図）、土地利用計画図、

造成計画平面図、造成計画断面図 

建築物の建

築 

位置図 1/2,500 以上 方位、道路及び目標となる地物等

を表示 

配置図 1/100 以上 敷地内における建築物の位置、土

地利用計画及び地盤高を表示 

平面図 1/50 以上 各階のもの 

立面図 1/50 以上 2 面以上で最高高さ、外壁の計画

色を表示 

建築物等の

用途の変更 

「建築物の建築」に準じる 

届出の方法 
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建築物等の

形態又は意

匠の変更 

位置図 1/2,500 以上 方位、道路及び目標となる地物等

を表示 

配置図 1/100 以上 敷地内における建築物の位置、土

地利用計画及び地盤高を表示 

立面図 1/50 以上 2 面以上で最高高さ、外壁の計画

色を表示 

その他 当該行為に関する諸証明、許可書、その他参考となるべき事項

を記載した図面や書類があれば添付して下さい。 
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開発許可を 

必要とする場合 

地区計画の区域内におけ

る行為の届出 

（大衡村宛） 

届出の 

審 査 

地区計画に 

適 合 

適合している

旨の通知 

建築確認を 

必要とするもの 

建築確認を必要

としないもの 

建築確認 

申 請 

（宮城県宛） 

建築確認申請 

審 査 

着  工 

不適合 

設計変更等 

勧 告 

設計変更等 

開発許可申請 

（宮城県宛） 

審 査 

許 可 

適 合 

確認通知 

届出の流れ 
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●敷地面積の最低限度 

敷地の細分化を防ぎ、日照、通風及び堆雪スペースの確保など、良好な住環境を維持

するため、敷地面積の最低限度を２００㎡（公営住宅地区は５００㎡）とします。 

２００㎡以上あった土地を分割して、新に２００㎡未満となった土地については、建

物は建てられなくなります。 

地区計画決定以前から建築物の敷地として使用している土地については、２００㎡未

満であっても建築することができます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

●建築物等の高さの最高限度（平林地区，五反田・亀岡地区） 

地区の景観や良好な居住環境を維持するため、建築物の高さの最高限度を低層住宅地

区は１０ｍ、沿道サービス地区は１２ｍとしました。 

建築物の高さとは、建築物の最も高い部分の地盤面からの高さを言います。 

階段室、装飾塔、物見塔等で、建築面積の８分の１以内の場合は、その部分は５ｍを

限度として高さに含みません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●容積率の最高限度の例外 

  容積率の算出のための延べ面積には、自動車車庫その他自動車又は自転車の駐車のた

めの施設の用途に供する部分の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の 5 分の

1を限度として参入しません。 

 

 

敷地 350 ㎡ 

分割前 分割後 

敷地 250 ㎡  敷地 100 ㎡ 

 

 

 

 

建築可能     建築不可 

 

１階 

 

２階 

 

３階 

 

１階 

 

２階 

 

３階 

階
段
室
等 

10m 又は 
12m まで 

「地区計画による制限」の解説 



- 13 - 

 

●建てられる建物の用途の制限 

 低層住宅地区 第一種住居地域内に建築できる建築物を建築することができます。 

ただし、次に掲げるものは建築できません。 

  (1)店舗・事務所その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が

150 ㎡を超えるもの 

(2)ホテル又は旅館 

(3)ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する運動施設 

(4)工場、倉庫の内、危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 

 

 沿道サービス地区 第一種住居地域内に建築できる建築物を建築することができます。

ただし、次に掲げるものは建築できません。 

(1)店舗・事務所その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が

500 ㎡を超えるもの 

(2)ホテル又は旅館 

(3)ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する運動施設  

(4)自動車教習所 

(5)工場、倉庫の内、危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 

 

 公共公益地区 第一種住居地域内に建築できる建築物の内、次の各号に掲げる建築物を

建築することができます。 

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 

(2) 公共施設、病院、学校等（自動車学校を除く） 

 

 住宅地区 第一種住居地域に建築できる建築物の内、次の各号に掲げる建築物を建築す

ることができます。 

(1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 

(2)公共施設、病院、学校等（自動車教習所を除く） 

 

工業地区 準工業地域に建築できる建築物を建築することができます。 

ただし、次に掲げるものは建築できません。 

(1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 

(2)店舗・事務所その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が

50㎡を超えるもの 

(3)ホテル又は旅館 

(4)遊戯施設、風俗施設 

(5)店舗、飲食店、遊技場，勝馬投票券売り場等で床面積が 1 万㎡を超えるもの 

(6)工場の内、危険性や環境を悪化させる恐れがやや多い又は大きい工場 

(7)工場、倉庫の内、危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 
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 一般住宅地区 第一種住居地域内に建築できる建築物を建築することができます。 

ただし、次に掲げるものは建築できません。 

  (1)店舗・事務所その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が

3,000 ㎡を超えるもの 

(2)ホテル又は旅館 

(3)ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する運動施設 

(4)学校，図書館その他これらに類するもの 

(5)公衆浴場 

(6)畜舎 

(7)自動車修理工場 

(8)工場、倉庫の内、危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 

 

 

●敷地が整備計画区域の内外にわたる場合等 

  敷地が整備計画区域の内外にわたる場合で、敷地の過半が整備計画区域に属するとき

は、敷地の全部について過半が属する整備計画区域の規定を適用します。 

  また、敷地が複数の整備計画区域に属するときは、敷地の過半が属する地区に対する

規定を適用します。 
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建築物の用途制限 

 

○：建てられる用途 

×：建てられない用途 

五反田・亀岡地区 平林地区 
ときわ台

団地 
備 考 

低
層
住
宅
地
区 

沿
道
サ
ー
ビ
ス
地
区 

住
宅
地
区 

工
業
地
区 

低
層
住
宅
地
区 

公
共
公
益
地
区 

一
般
住
宅
地
区 

公
共
公
益
施
設
地
区 

 

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ×  

兼用住宅で非住宅部分の床面積が５０㎡以下か

つ建築物の延べ面積の２分の１未満のもの 
○ ○ × × ○ × ○ × 非住宅部分の用途制限有り 

店
舗
等 

店舗等の床面積が１５０㎡以下のもの ○ ○ × × ○ × ○ ×  

店舗等の床面積が１５０㎡を越え、５００㎡

以下のもの 
× ○ × × × × ○ ×  

店舗等の床面積が５００㎡を越えるもの × × × × × × ▲ × ▲3,000㎡以下 

事
務
所
等 

事務所等の床面積が１５０㎡以下のもの ○ ○ × × ○ × ○ ×  

事務所等の床面積が１５０㎡を越え、５００

㎡以下のもの 
× ○ × × × × ○ ×  

事務所等の床面積が５００㎡を越えるもの × × × × × × ▲ × ▲3,000㎡以下 

ホテル、旅館 × × × × × × × ×  

遊戯施設、 

風俗施設 

ボーリング場、スケート場、水

泳場、ゴルフ練習場、バッティ

ング練習場等 

× × × × × × × ×  

上記以外 
× × × × × × ▲ × 

▲アミューズメント施設の床面

積3,000㎡以下 

公共施設、病院、学校等 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 

▲学校，図書館，公衆浴場以外

のもの 

 自動車教習所 × × × ○ × × × ×  

工
場
、
倉
庫
等 

単独車庫（付属車庫を除く） ▲ ▲ × ○ ▲ × ▲ × ▲300㎡以下、2階以下 

建築物付属自動車車庫 ▲ ▲ × ○ ▲ × ▲ × ▲2階以下 

倉庫業倉庫 × × × ○ × × × ×  

畜舎（１５㎡を超えるもの） ▲ ▲ × ○ ▲ × × × ▲3,000㎡以下 

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳

屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が

５０㎡以下 

○ ○ × ○ ○ × ○ × 原動機の制限有り、2階以下 

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に

少ない工場 
▲ ▲ × ○ ▲ × ▲ × 

原動機、作業内容の制限あり 

▲作業場の床面積50㎡以下 

危険性や環境を悪化させる恐れが少ない工

場 
× × × ○ × × × ×  

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多

い工場 
× × × × × × × ×  

自動車修理工場 
▲ ▲ × ○ ▲ × × × 

原動機の制限有り 

▲作業場の床面積50㎡以下 

火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処

理をする施設 
× × × × × × × ×  
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○都市計画法に基づく開発許可 

平林地区及び五反田・亀岡地区は市街化調整区域となっています。主として建築物の

建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を行う場合、

都市計画法に基づく開発許可が必要となります。 

なお、地区計画区域内でも道路等が未整備の箇所がありますが、開発許可を得る場合、

地区計画の制限に加え開発許可に係る技術的基準を満たす必要があります。 

 

○埋蔵文化財取扱いの手続きと届出 

平林地区及び五反田・亀岡地区内には、文化財包蔵地が含まれています。 

土木工事を行う場合、その予定地内に埋蔵文化財が所在するかどうか、教育委員会に

お問い合わせください。文化財包蔵地内の場合、工事着手 60日前までに文化財保護法

に基づいた手続きが必要となります。 

 

○農地法に基づく農地転用 

農地に住宅の建築や資材置場，駐車場など農地以外の土地利用をする場合（転用）、

知事の許可を受けなければなりません。（転用しようとする農地が 4haを超える場合は、

農林水産大臣の許可） 

農地の所有者自らが転用する場合には農地法第 4 条による許可が、農地を農地以外

のものにする際に所有権の移転、貸借権等の設定などを伴う場合には、農地法第 5 条

による許可が必要です。 

    

○森林法に伴う伐採届 

地域森林計画の対象森林を伐採するときは伐採届が必要となります。（森林法第 10

条の 8）届出の対象区域である場合、現在木が生えていなくても、将来その場に木が生

える可能性をなくしてしまうと言うことから伐採届が必要となります。 

また、1haを超える森林の開発には許可が必要となります。 

    

○建築確認申請 

建築確認申請が必要となる場合については、申請前に「地区計画の区域内における行

為の届出書」の届出を行って下さい。 

 

○大衡村開発指導要綱 

大衡村全域において行う 1,000㎡以上の開発行為（一部適用除外）については、関係

機関との協議を必要とし、村長の同意が必要となります。 

 

 

主な関連制度 
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参考‐１ 
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 参考‐２ 
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  ○○年○○月○○日  

  大 衡 村 長   殿 

 

                    届出者 住 所  宮城県黒川郡大衡村大衡字平林６２ 

                        氏 名  大衡 太郎       印 

 

 都市計画法第５８条の２第１項の規定に基づき、 

   土地の区画形質の変更 

   建築物の建築又は工作物の建築   について、下記により届け出ます。 

   建築物等の用途の変更 

   建築物等の形態又は意匠の変更 

 

記 

 

１ 行 為 の 場 所          大衡村 ○○ 字 ○○○○番地             

２ 行為の着手予定日    ○○年○○月○○日  

３ 行為の完了予定日    ○○年○○月○○日  

４ 設計又は施行方法 

(１)土地の区画形質の変更 区域の面積  ４００ ㎡ 

(

２)

建
築
物
の
建
築
又
は
工
作
物
の
建
設 

ア 行為の種別 
（ 建築物の建築 ・ 工作物の建設 ） 

（ 新築 ・ 改築 ・ 増築 ・ 移転 ） 

イ 

設
計
の
概
要 

 届 出 部 分       届出以外の部分       合     計 

敷地面積   ３００  ㎡ 

建築又は 

建設面積 １００    ㎡   ０     ㎡  １００  ㎡ 

延べ面積 
  １５０   ㎡ 

（      ㎡） 

     ０     ㎡ 

（      ㎡） 

  １５０  ㎡ 

（      ㎡） 

高 さ 地盤面から  １０   ｍ 

用 途  専用住宅 

(３)建築物等の用途の

変更 

ア 変更部分の延べ面積 イ 変更前の用途 ウ 変更後の用途 

１５０ ㎡ 専用住宅 店舗 

(４)建築物等の形態又

は意匠の変更 

変更の内容  外壁色の変更（添付図面のとおり） 

 備考 １ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 
      ２ 建築物等の用途の変更について変更部分が二以上ある時は、各部分ごとに記載すること。 
    ３ 地区計画において定めらている内容に照らして、必要な事項について記載すること。 
    ４ 同一の土地の区域について２以上の種類の行為を行おうとする時は、一の届出書によることができる。 
    ５ 届出書の他に、省令で定める図書を添付すること。（裏面参照） 

地区計画の区域内における行為の届出書 
記 載 例 

着工予定日の３０日前ま

でに提出して下さい 

何れかを囲んで下

さい 
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○○年○○月○○日  

 

 大 衡 村 長   殿 

 
 

                   届出者 住 所  宮城県黒川郡大衡村大衡字平林６２ 

                        氏 名  大衡 太郎       印 
 
 

 都市計画法第５８条の２第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届出ます。 

 

記 

 

１ 行 為 の 場 所   大衡村 ○○ 字 ○○○○番地        

２ 当 初 の 届 出 年 月 日     ○○年○○月○○日  

３ 変 更 の 内 容     

４ 変更部分に係る行為の着手予定日      ○○年○○月○○日  

５ 変更部分に係る行為の完了予定日      ○○年○○月○○日  

 
 
備考 １ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること 

項 目 変更前 変更後 

   

地区計画の区域内における行為の変更届出書 
記 載 例 

着工予定日の３０日前ま

でに提出して下さい 


